
合合合合併併併併協協協協議議議議会会会会だだだだよよよよりりりりvvvvooooIIII ....11110000

（17）

(

7)

幼
保
一
元
化
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
が
進
み
、
児
童

数
が
減
少
す
る
中
、
新
し
い
施
設
の
設
置
は
困
難
で
あ
る
た

め
、
地
域
の
特
定
の
施
設
で
、
現
保
育
所
施
設
を
活
用
し
、

就
学
前
教
育
の
充
実
を
図
る
上
で
も
幼
保
一
元
化
を
実
現
す

る
方
向
で
、
合
併
後
に
検
討
す
る
。

19-

13
環
境
事
務
の
取
扱
い

(

1)

し
尿
処
理
等
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継

承
す
る
。

(

2)

動
物
管
理
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承

す
る
。

(

3)

大
気
汚
染
防
止
基
本
計
画
及
び
生
活
排
水
処
理
計
画

に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
策
定
す
る
。

19-

14
塵
芥
処
理
の
取
扱
い

(

1)

一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
策
定
す
る
。

(

2)

ご
み
収
集
に
つ
い
て
は
、
可
燃
ご
み
、
不
燃
ご
み
等

は
、
現
行
の
と
お
り
一
部
事
務
組
合
へ
の
委
託
収
集
と
す
る
。

(

3)

生
ご
み
処
理
機
等
購
入
費
補
助
に
つ
い
て
は
、
コ
ン

ポ
ス
ト
購
入
補
助
は
、
購
入
価
格
の
1
／
2
以
内
で
上
限

4
、
0
0
0
円
と
し
、
生
ご
み
処
理
機
購
入
補
助
は
、
購
入

価
格
の
1
／
2
以
内
で
上
限
3
0
、
0
0
0
円
と
す
る
。

(

4)

生
ご
み
収
納
庫
設
置
補
助
に
つ
い
て
は
、
事
業
に
要

す
る
経
費
の
2
／
3
以
内
で
上
限
5
0
、
0
0
0
円
と
す
る
。

19-

15
保
健
衛
生
の
取
扱
い

(

1)

育
児
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
一
元
化
の
上
、
新
市

に
継
承
す
る
。

(

2)

母
子
栄
養
強
化
事
業
に
つ
い
て
は
、
一
元
化
の
上
、

新
市
に
継
承
す
る
。

(

3)

老
人
保
健
事
業
の
健
康
診
査
に
つ
い
て
は
、
一
元
化

の
上
、
新
市
に
継
承
す
る
。

ア
　
基
本
健
康
診
査

集
団
健
診
と
個
別
健
診
を
実
施
し
、
選
択
し
て
受
診
で
き

る
体
制
を
整
え
る
。
ま
た
、
対
象
者
は
、
18
歳
以
上
と
し
、

自
己
負
担
金
は
、
集
団
5
0
0
円
、
個
別
1
、
0
0
0
円
と

す
る
。

イ
　
各
種
が
ん
検
診
等

自
己
負
担
金
は
、
左
記
検
診
に
つ
い
て
徴
収
す
る
。
た
だ

し
、
70
歳
以
上
に
つ
い
て
は
無
料
と
す
る
。

骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
　
1
0
0
円

胃
が
ん
検
診
　
　
　
　
2
0
0
円

大
腸
が
ん
検
診
　
　
　
1
0
0
円

子
宮
が
ん
検
診
　
　
　
2
0
0
円

乳
が
ん
検
診
　
　
　
　
2
0
0
円

な
お
、
じ
ん
肺
検
診
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま

（
1
、
0
0
0
円
）
新
市
に
移
行
す
る
。

(

4)

定
期
予
防
接
種
等
に
つ
い
て
は
、
一
元
化
の
上
、
新

市
に
継
承
す
る
。

(

5)

保
健
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に

継
承
し
、
各
保
健
セ
ン
タ
ー
を
保
健
事
業
の
拠
点
と
し
て
位

置
づ
け
る
。

19-

16
各
種
社
会
福
祉
事
業
等
の
取
扱
い

(
1)
民
生
福
祉

ア

新
市
に
お
い
て
、
福
祉
事
務
所
を
設
置
し
、
生
活
保
護
全

般
の
対
応
を
行
う
。

イ

民
生
児
童
委
員
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
組
織
は
現
行
の
ま

ま
新
市
に
移
行
し
、
新
た
に
各
協
議
会
で
構
成
す
る
新
市
協

議
会
を
設
置
す
る
。

(

2)

高
齢
者
福
祉

ア

介
護
予
防
・
生
活
支
援
事
業
（
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

等
）
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
し
、
関
係
機

関
と
調
整
の
上
、
実
施
方
法
の
統
一
を
図
る
。
家
族
介
護
慰

労
事
業
に
つ
い
て
は
、
一
元
化
の
上
、
新
市
に
継
承
す
る
。

た
だ
し
、
対
象
者
を
重
度
に
限
定
し
、
寝
た
き
り
・
痴
呆
は

月
額
3
0
、
0
0
0
円
、
準
寝
た
き
り
・
準
痴
呆
は
月
額

1
5
、
0
0
0
円
を
支
給
す
る
。
ま
た
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
利
用
者
に
は
年
額
8
0
、
0
0
0
円
を
支
給
す
る
。

イ

生
活
支
援
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
内

容
を
調
整
し
、
全
市
に
拡
大
す
る
方
向
で
調
整
す
る
。

ウ

新
市
に
お
い
て
、
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設

置
し
、
中
学
校
区
（
旧
町
）
に
地
域
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
を
設
置
す
る
。

エ

高
齢
者
福
祉
関
係
施
設
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市

に
継
承
す
る
。

オ

敬
老
行
事
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継

承
し
、
段
階
的
に
統
一
を
図
る
。

カ
　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、
新

市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

(

3)

障
害
者
福
祉

ア

福
祉
タ
ク
シ
ー
事
業
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
を
統
一
の
上
、

新
市
に
継
承
す
る
。
な
お
、
助
成
額
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
い
て
調
整
す
る
。

イ

身
体
障
害
者
住
宅
改
修
事
業
に
つ
い
て
は
、
一
元
化
の
上
、

新
市
に
継
承
す
る
。
助
成
限
度
額
は
、
3
0
0
、
0
0
0
円

と
す
る
。

ウ
　
障
害
児
（
者
）
激
励
事
業
に
つ
い
て
は
、
一
元
化
の
上
、

新
市
に
継
承
す
る
。
な
お
、
支
給
額
に
つ
い
て
は
、
年
額

2
0
、
0
0
0
円
と
す
る
。

エ

在
宅
重
度
身
体
障
害
者
介
護
者
激
励
事
業
に
つ
い
て
は
、

適
用
基
準
を
調
整
し
、
全
市
に
拡
大
す
る
方
向
で
調
整
す
る
。

オ

障
害
児
者
医
療
（
町
制
度
）
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
身
体

障
害
者
手
帳
3
・
4
級
、
知
的
障
害
者
療
育
手
帳
Ｂ
及
び
精

神
障
害
者
手
帳
所
持
者
と
す
る
。

カ

作
業
所
へ
の
通
所
支
援
事
業
助
成
限
度
額
に
つ
い
て
は
、

月
額
5
、
0
0
0
円
と
し
、
5
、
0
0
0
円
を
超
え
る
分
は
、

1
／
2
を
補
助
す
る
。

(

4)

児
童
母
子
福
祉

ア

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
一
元

化
の
上
、
新
市
に
お
い
て
実
施
す
る
。

イ

出
産
祝
金
等
支
給
事
業
及
び
す
こ
や
か
手
当
支
給
事
業
に
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つ
い
て
は
、
支
給
基
準
を
統
一
の
上
、
新
市
に
お
い
て
実
施

す
る
。

ウ

祝
金
事
業
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
、
中
学
校
入
学
祝
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
5
0
、
0
0
0
円
を
支
給
す
る
。

エ

母
子
・
寡
婦
家
庭
自
動
車
運
転
免
許
取
得
助
成
事
業
に
つ

い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
調
整
す
る
。

オ

乳
幼
児
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、
高
等
学
校
修
了
ま
で
対

象
と
す
る
。

カ

母
子
家
庭
医
療
（
町
制
度
）
及
び
父
子
家
庭
医
療
制
度
に

つ
い
て
は
、
廃
止
す
る
。

(

5)

国
民
年
金

在
日
外
国
籍
高
齢
者
特
別
給
付
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
支

給
金
額
、
支
給
回
数
を
統
一
す
る
。

(

6)

援
護
事
務

戦
没
者
追
悼
式
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で
に
関
係
機
関

と
調
整
の
上
、
統
一
を
図
る
。

19-

17
介
護
保
険
の
取
扱
い

(

1)

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
現
行
の
ま
ま
と

す
る
。
新
市
の
基
盤
整
備
が
整
い
、
一
定
の
サ
ー
ビ
ス
水
準

の
均
衡
が
図
ら
れ
た
中
で
、
統
一
を
行
う
。

(

2)

資
格
管
理
及
び
給
付
実
績
管
理
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
統
一
し
、
受
給
者
管
理
に
つ
い
て
は
、
一
元
化
に

向
け
て
調
整
す
る
。

(

3)

介
護
保
険
事
業
計
画
及
び
老
人
保
健
福
祉
計
画
に
つ

い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

19-

18
診
療
所
の
取
扱
い

(

1)

直
営
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継

承
す
る
。

(

2)

公
設
民
営
の
診
療
所

ア
　
地
域
医
療
活
動
助
成
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
継
承
し
、

助
成
額
は
新
市
の
財
政
計
画
に
基
づ
き
決
定
す
る
。

イ
　
そ
の
他
の
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に

継
承
す
る
。

19-

19
小
中
学
校
、
幼
稚
園
の
通
学
区
域
等
の
取
扱
い

(

1)

公
立
幼
稚
園
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま

ま
新
市
に
移
行
す
る
。
な
お
、
受
け
入
れ
体
制
や
条
件
等
の

統
一
に
つ
い
て
、
新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
調
整
を
図
る
。

(

2)

小
学
校
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新

市
に
移
行
す
る
。
た
だ
し
、
今
後
の
児
童
数
の
動
向
を
踏
ま

え
、
各
学
校
の
適
正
規
模
、
適
正
配
置
の
検
討
を
行
う
。

(

3)

中
学
校
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新

市
に
移
行
す
る
。

(

4)

障
害
別
特
殊
学
級
に
つ
い
て
は
、
一
元
化
の
上
、
新

市
に
継
承
す
る
。

19-

20
学
校
教
育
の
取
扱
い

(

1)

教
育
委
員
会
事
務
局

新
市
教
育
委
員
会
の
事
務
局
体
制
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

お
け
る
組
織
・
機
構
の
整
備
方
針
に
基
づ
き
、
学
校
教
育
活

動
の
充
実
と
生
涯
に
わ
た
る
自
発
的
な
学
習
活
動
を
推
進
・

支
援
す
る
組
織
及
び
機
構
と
す
る
。

(
2)

就
学
奨
励
補
助
金

要
保
護
・
準
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
、
特
殊
教
育
奨
励

費
補
助
等
4
町
と
も
実
施
し
て
い
る
補
助
に
つ
い
て
は
、
内

容
と
補
助
額
（
率
）
を
統
一
し
て
、
新
市
に
継
承
す
る
。
そ

の
他
補
助
に
つ
い
て
は
、
内
容
を
精
査
し
、
一
元
化
を
図
り

新
市
に
継
承
す
る
。

(

3)

教
育
振
興
事
業

新
市
の
教
育
方
針
に
基
づ
き
、
各
学
校
の
実
態
に
応
じ
た

検
討
を
行
い
、
事
業
を
実
施
す
る
。

(

4)

情
報
教
育
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
速
や
か
に

各
学
校
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
向
け
検
討
す
る
。

(

5)

ス
ク
ー
ル
バ
ス
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に

継
承
す
る
。

(

6)

人
権
教
育

新
市
に
お
い
て
方
針
を
決
定
し
、
人
権
教
育
の
推
進
を
図

る
。

(

7)

山
村
留
学
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に

継
承
す
る
。

(

8)

幼
児
教
育
事
業
　

幼
児
教
育
対
策
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承

す
る
。
な
お
、
就
学
前
教
育
の
保
障
・
充
実
の
観
点
か
ら
、

幼
保
一
元
化
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
国
・

府
の
動
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
検

討
を
進
め
る
。
ま
た
、
子
育
て
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
す
る
。

19-

21
学
校
給
食
の
取
扱
い

(

1)

学
校
給
食
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市

に
継
承
す
る
。
た
だ
し
、
将
来
的
に
は
、
よ
り
安
心
・
安
全

な
給
食
の
実
施
と
経
費
の
節
減
を
図
る
た
め
、
セ
ン
タ
ー
方

式
へ
の
統
一
を
進
め
る
と
と
も
に
、
調
理
場
の
運
営
に
つ
い

て
も
新
市
で
調
整
を
行
う
。

(

2)

給
食
費
及
び
献
立
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
調

整
す
る
。

19-

22
社
会
教
育
の
取
扱
い

(

1)

社
会
教
育
事
業

新
市
に
お
い
て
社
会
教
育
推
進
の
方
針
等
を
定
め
、
地
域

実
態
や
学
習
要
求
、
階
層
や
対
象
別
等
に
応
じ
た
社
会
教
育

事
業
を
引
き
続
き
身
近
な
社
会
教
育
施
設
で
実
施
す
る
。

(

2)

社
会
教
育
施
設

公
民
館
、
図
書
館
（
図
書
室
）、
博
物
館
、
資
料
館
、
教

育
集
会
所
等
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
す
る
。

(

3)

社
会
教
育
関
係
団
体

新
市
に
移
行
後
、
関
係
機
関
と
調
整
を
図
る
。

(

4)

社
会
体
育
事
業

新
市
に
お
い
て
社
会
教
育
推
進
の
重
点
を
作
成
し
、
各
種

の
体
育
・
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
推
進
目
標
を
定
め
、

事
業
内
容
を
調
整
し
実
施
す
る
。

(

5)

社
会
体
育
施
設
に
つ
い
て
は
、
規
模
や
設
備
等
が
異

な
る
関
係
か
ら
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
継
承
す
る
。


